
医療施設の施設整備に係る契約手続の取扱指針 

 

第１条 岡山県の補助金等の交付を受けて医療施設等の施設整備を行う者（以下「補

助事業者」という。）が施設建設工事を行うために締結する契約は、下表に掲げる

工事設計金額ごとに定める方法により行うこと。なお、国立大学法人、独立行政法

人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、地方公共団体及び地方独立行

政法人にあっては、本指針に関わらず、当該法人が定める契約手続の取扱いによる

ものとする。 

 

工事設計金額（消費税額を含む。） 契約方法 

２５０万円未満 見積書を徴し選定（２社以上） 

２５０万円以上、１千万円未満 １５社の指名競争入札（５社まで増減可） 

１千万円以上 
一般競争入札又は２０社の指名競争入札  

（５社まで増減可） 

 

第２条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。 

（１）岡山県知事から建設工事等入札参加資格者に係る指名停止措置を受けている者 

（２）岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領（昭和６３年２月１日施行）に基づ

く指名除外を受けている者 

（３）建設業法第２８条第３項又は５項の規定により、岡山県内における営業の停止

命令を受けている者 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開

始の申立てがなされている者。ただし、民事再生法又は会社更生法の適用申請を

行い裁判所の再生（更生）計画認可の決定を受けている者を除く。 

 

第３条 指名競争による場合、補助事業者は、次の表の工事設計金額の区分に応じ、

同表の入札参加資格者欄に定める格付を有する者を「岡山県建設工事入札参加資格

者名簿」から選定すること。 

工事設計金額（消費税額を含む。） 入札参加資格者 

２億円以上 ＡＡ 

８千万円以上２億円未満 Ａ 

４千万円以上８千万円未満 Ｂ 

１千万円以上４千万円未満 Ｃ 

１千万円未満 Ｄ 

 

 

 

 

 



第４条 指名競争による場合で、特に必要と認められるときは、前条の規定にかかわ

らず、入札に参加する者の１０分の５の範囲内で次の表の工事設計金額欄の区分に

応じ、同表の入札参加資格者欄に掲げる者を入札に参加させることができる。 

工事設計金額（消費税額を含む。） 入札参加資格者 

６千万円以上２億円未満  ＡＡの者  

１千万円以上８千万円未満  Ａの者  

５百万円以上４千万円未満  Ｂの者  

１千万円未満  Ｃの者  

２ 特許その他の特殊な技術を要する工事、その他工事に対する地理的条件等特に必

要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、入札に参加する者の１０分の

５の範囲内で直近下位ランク業者を入札に参加させることができる。ただし、工事

設計金額５億円以上のものを除く。 

 

第５条 入札方法及び業者の選定基準等の契約方法については、理事会で決定するこ

と。また、評議員会がある場合はあらかじめ意見を聞くこと。 

 

第６条 指名競争を行う場合は、指名業者を理事会で選定すること。また、評議員会

がある場合はあらかじめ意見を聞くこと。 

 

第７条 一般競争による場合、補助事業者は、第３条の表の工事設計金額の区分に応

じ、同表の入札参加資格者欄に定める格付を有する者であることを入札参加条件と

すること。 

２ 補助事業者は、公正な競争が確保されるよう入札参加条件を設定すること。 

３ 補助事業者は、入札参加条件等の公告内容を事前に知事に届け出るとともに、病

院内へ掲示するほか、病院ホームページや新聞等へ掲載するなどして、情報を広く

提供すること。 

４ 公告を行う期間は、工事設計金額が５千万円未満の場合は１０日以上、５千万円

以上の場合は１５日以上とすること。 

 

第８条 入札を実施するに当たっては、入札参加予定業者へ入札通知書を発送する

１０日前までに、様式第１号により入札参加予定業者を知事に届け出、参加予定業

者について、その資格の適否についての指示を仰ぐこと。 

 

第９条 入札通知は、入札の期日の前日から起算して少なくとも１５日前までに行う

こと。ただし、急を要する場合は、５日以内に限って短縮することができる。 

 

第10条 入札を実施するに当たっては、監事や複数の理事（理事長を除く。）及び評

議員が立ち会うこと。 

 

 



第11条 入札後は、入札が適切に行われた旨の立会人全員の署名とともに、入札結果

を様式第２号により知事へ届け出ること。また、補助事業者において、入札結果を

一般の閲覧に供すること。 

 

第12条 施設建設工事に係る契約においては、一括下請負契約は補助対象としないも

のであること。また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成

１２年法律第１２７号）第１５条の規定に準じ、受注者から施工体制台帳の写しを

徴すること。 

 

第13条 施設建設工事契約を締結した場合には、契約締結後１週間以内に当該契約書

の写しを添えて様式第３号により知事に届け出ること。 

 

第14条 入札参加業者からの補助事業者への寄附は、共同募金会への指定寄附以外は

認めない。また、補助事業者の役員及び職員に対する寄附も認めない。このことに

ついて、入札前５年間遡及して適用する。 

 

第 15条 知事は、補助事業者が前条の条件に反したときは、補助交付決定を取り消す

ことができる。それにより補助事業者に生じた損害については、補助事業者の負担

とする。 

 

附  則 

この指針は、平成２１年１０月１９日から施行する。 

附  則 

この指針は、平成２２年６月１日から施行する。 

附  則 

この指針は、平成２３年６月１日から施行する。 

附  則 

この指針は、平成２９年８月１日から施行する。 

 


